
令和7年5月14日奈良県地域創造部文化振興課質問回答書質問項目 質問内容 回答内容実施要項２.業務概要 「現在の場所及び隣地を活用した再整備」とありますが、隣地とはどの場所でしょうか。 登⼤路⽡窯跡（奈良市登⼤路町１０−１、１２−１）です。
実施要項８.委託事業者の選定 ①プレゼンの際に、企画提案書の内容を記載したPowerPoint等の使用は可能でしょうか？ また、使用が可能な場合、ご用意いただけるプロジェクター等の機材があれば、ご教示ください。 プレゼンテーションは、提出された企画提案書に基づき、口頭によるものとします。PowerPoint等の使用は出来ません。
仕様書７：業務内容 仕様書「７：業務内容」のうち「（３）運営体制の検討」では、⺠間資⾦活⽤を含めた、施設の運営体制について検討が業務の射程となっていますが、この検討は、直営、ＰＦＩ等、何種類程度の手法を比較するなどのお見込みはございますでしょうか。

運営体制の検討にかかる基本的な考え方については本プロポーザルの提案項目としています。
奈良県立美術館の年間来館者数、年間収支等、運営状況に関わるデータをお教えいただくことは可能でしょうか。（年報等を見つけられませんでしたが、もし公開されていればURL等お教えください） 各データについて、契約後、受託事業者に対し提供します。なお、各データの公開はしていません。

仕様書１１：本業務実施にかかる留意事項について
当社は、技術的検討に関する部分について再委託を想定しておりますが、その場合、本業務の「業務責任者」及び「業務担当者」、「その他専門家（文化芸術）」は当社の職員とし、技術的検討に関する担当者は「その他専門家（建築・都市計画）」は再委託先の職員とする実施体制は差支えないでしょうか。

差し支えありません。ただし、再委託がある場合は、契約締結後、事前に奈良県の承認が必要となりますのでご留意ください。



その他 本業務を受託した事業者もしくは再委託先は、次年度以降、奈良県立美術館整備事業（直営、PFI等）において応募することについて制限はございますでしょうか。 現時点で制限を設ける予定はありません。
本事業を受託した事業者もしくは再委託先は、次年度以降、奈良県立美術館整備事業におけるコンストラクション・マネジメントやモニタリング業務等のアドバイザーとして応募することについて制限はございますでしょうか。 現時点で制限を設ける予定はありません。


